
○玉名市人材育成基金条例施行規則 

平成１７年１０月３日 

規則第４４号 

（趣旨） 

第１条　この規則は、玉名市人材育成基金条例（平成１７年条例第６２号。以下「条

例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（助成金の対象事業） 

第２条　条例第１条の目的を達成するため、次条に規定する個人等が行う次の活動

に対して玉名市人材育成基金助成金（以下「助成金」という。）を交付する。た

だし、本市の他の制度又は予算措置により助成の対象となる事業は除く。 

(1)　教育、文化、環境、福祉、産業等の振興に資する人材育成のための研修会等

への参加又は研修会等の開催 

(2)　地域づくりの推進に資する人材育成のための研修会等への参加又は研修会

等の開催 

(3)　前２号に掲げるもののほか、条例の目的が達せられると認められるもの 

（平２２規則１２・平２５規則８・一部改正） 

（助成対象者） 

第３条　助成の対象者は、次に掲げるものとする。 

(1)　本市に在住する個人 

(2)　本市に事務所等を有する団体又はグループ（以下「団体等」という。） 

（平２２規則１２・一部改正） 

（助成金の額） 

第４条　助成金の額は、予算の範囲内において、次のとおりとする。ただし、市長

が特に認めたときは、この限りでない。 

(1)　助成金の率　次条に規定する対象経費の総額から国、県等の助成額を除いた

額の２分の１以内とし、１，０００円未満の端数は切り捨てる。 

(2)　助成金の限度額 



ア　海外の研修会等への参加　１人につき１０万円、１団体等につき５０万円 

イ　国内の研修会等への参加 

(ア)　特に市長が必要と認める研修会等で、市が受講者を募集するもの　１

人につき３０万円 

(イ)　（ア）に掲げる研修会等以外の研修会等　１人につき５万円、１団体

等につき２５万円 

ウ　研修会等の開催　１件当たり２０万円 

２　個人又は団体等の２回目以降の申請に係る限度額は、助成対象となる事業の別

を問わず、当該申請の日の属する年度から前々年度までの間において助成を受け

た額を前項第２号に規定する限度額から除いた額とする。 

（平１９規則１５・平２２規則１２・平２９規則１３・一部改正） 

（助成の対象経費） 

第５条　助成金に係る対象経費は、次のとおりとする。 

(1)　研修会等への参加に係る対象経費は、研修負担金、交通費及び宿泊費とする。 

(2)　研修会等の開催に係る対象経費は、会場設営費、講師派遣費その他市長が特

に認めた経費とする。 

（平１９規則１５・一部改正） 

（申請書等の提出） 

第６条　助成金の交付を受けようとするもの（次条において「申請者」という。）

は、人材育成基金助成金交付申請書（様式第１号）に次の書類を添付し、市長が

指定する募集期間内に市長に申請しなければならない。 

(1)　事業計画書（様式第２号）及び主催者発行の事業実施要項等 

(2)　事業予算書（様式第３号） 

(3)　前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（平１８規則４６・平１９規則１５・平２２規則１２・平２５規則８・令

２規則１３・一部改正） 

（助成の決定） 



第７条　市長は、前条に規定する申請書を受け付けた場合において、その内容を玉

名市人材育成基金助成審査会（以下「審査会」という。）に諮り、審査会が適当

であると認めたときは、助成金の交付を決定する。この場合において、市長は、

必要に応じ関係機関又は団体の意見を聴くことができる。 

２　市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、人材育成基金助成

金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（平１８規則４６・平２２規則１２・一部改正） 

（実績報告書） 

第８条　助成金の交付の決定を受けたもの（以下「交付決定者」という。）は、事

業終了後速やかに次の書類を市長に提出するものとする。 

(1)　人材育成基金助成金実績報告書（様式第５号） 

(2)　事業費精算書（様式第６号） 

(3)　前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（平１８規則４６・平２２規則１２・平２５規則８・令２規則１３・一部

改正） 

（助成金の額の確定） 

第９条　市長は、前条の規定による実績報告書に基づき、その内容を審査し、適当

である認めたときは、助成金の額を確定し、交付決定者に対し、人材育成基金助

成金交付確定通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

（令２規則１３・全改） 

（助成金の交付） 

第１０条　市長は、前条の規定により助成金の額の確定をした後に助成金を支払う

ものとする。ただし、必要があると認めるときは、助成金の交付の決定の後に概

算払をすることができる。 

２　交付決定者は、助成金の請求をしようとするときは、人材育成基金助成金（交

付・概算払）請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 



３　市長は、前条の規定により助成金の額を確定した場合において、既にその額を

超える助成金が交付されているときは、人材育成基金助成金返納通知書（様式第

９号）により、その超える部分の額に相当する助成金の返還を命ずるものとする。 

（令２規則１３・追加） 

（交付決定の取消し等） 

第１１条　市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の

交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取

消しの部分について、既に助成金の交付がされているときは、人材育成基金助成

金返納通知書により、期限を定めてその返還を命じなければならない。 

(1)　偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

(2)　助成金を他の用途に使用したとき。 

(3)　前２号に掲げるもののほか、市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。 

（令２規則１３・追加） 

（審査会） 

第１２条　基金の公平かつ効率的な管理運営を図るため、審査会を置く。 

２　審査会は、企画経営部長、総務課長、地域振興課長、コミュニティ推進課長、

総合福祉課長、農業政策課長、都市整備課長及び教育総務課長をもって組織する。 

３　審査会に会長及び副会長を置き、会長は企画経営部長、副会長は地域振興課長

が務めるものとする。 

４　会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

５　会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。 

６　審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

（平１９規則１１・平１９規則１５・平２２規則６・平２５規則８・平２

６規則２・平３０規則１・平３１規則２・一部改正、令２規則１３・旧第

１０条繰下、令５規則９・一部改正） 

（審査会の庶務） 

第１３条　審査会の庶務は、企画経営部地域振興課において処理する。 



（平２２規則６・平２２規則１２・平２５規則８・平３０規則１・一部改

正、令２規則１３・旧第１１条繰下） 

（その他） 

第１４条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

（令２規則１３・旧第１２条繰下） 

附　則 

（施行期日） 

１　この規則は、平成１７年１０月３日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の日の前日までに、玉名市人材育成基金実施要綱（平成６年玉

名市告示第２１号）、岱明町人材育成基金条例施行規則（平成４年岱明町規則第

１３号）、天水町人材育成基金条例施行規則（平成４年天水町規則第１号）又は

天水町人材育成基金実施要綱（平成４年天水町要綱第１号）の規定によりなされ

た手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみな

す。 

附　則（平成１８年６月２７日規則第４６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成１９年３月２６日規則第１１号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附　則（平成１９年３月２６日規則第１５号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附　則（平成２２年３月２９日規則第６号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附　則（平成２２年３月２９日規則第１２号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附　則（平成２５年３月２８日規則第８号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 



附　則（平成２６年３月２８日規則第２号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附　則（平成２９年３月３１日規則第１３号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附　則（平成３０年３月３０日規則第１号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附　則（平成３０年４月２７日規則第１４号） 

この規則は、平成３０年５月１日から施行する。 

附　則（平成３１年３月２９日規則第２号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附　則（令和２年３月３１日規則第１３号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附　則（令和５年３月３１日規則第９号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

（平１８規則４６・令２規則１３・一部改正） 

様式第２号（第６条関係） 

（平３０規則１４・一部改正） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

（平１８規則４６・追加、平２２規則１２・一部改正） 

様式第５号（第８条関係） 

（平１８規則４６・旧様式第４号繰下・一部改正、平３０規則１４・一部

改正） 

様式第６号（第８条関係） 

（平１８規則４６・旧様式第５号繰下） 

様式第７号（第９条関係） 

（平１８規則４６・追加、平２２規則１２・令２規則１３・一部改正） 

様式第８号（第１０条関係） 

（平１８規則４６・旧様式第６号繰下・一部改正、令２規則１３・一部改

正） 

様式第９号（第１０条、第１１条関係） 

（令２規則１３・追加） 


